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                    墨田区長  山  﨑    昇    

 

墨田区条例第１８号 



   墨田区国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 墨田区国民健康保険条例（昭和３４年墨田区条例第１４号）の一部を次のように改

正する。 

 第１４条の３第２号中「第７２条の４第１項の規定による繰入金、法第７２条の５」

を「第７２条の４」に改める。 

 付則第１０条（見出しを含む。）中「平成２０年度及び平成２１年度」を「平成２

２年度から平成２５年度までの各年度」に改める。 

   付 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 


